
⼊会案内

⼀般社団法⼈ 

     京都府警備業協会

⼀般社団法⼈京都府警備業協会 

〒600-8009 
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町

78番地　京都経済センター4階   
（075）754-8870 

http://www.kyokeikyo.or.jp
 

⼊会⾦及び会費 
◇正会員 

⼊会⾦（⼊会時） 100,000円 
　
　月額会費
　　月　　額

　　 資本金1,000万円未満　 　　　　　　　 　19,000円

  　 資本金1,000万円～5,000万円未満　20,000円

　　 資本金5,000万円以上　　　　　　　　 　 23,000円



会員のメリット 

◇対外的に⼤きな信⽤ 

 ユーザーをはじめ関係官庁等から対外的な信⽤が⼀層⾼めら
れ、営業活動にもプラスになります。 

◇各種情報が早く豊富に⼊⼿ 

 関係情報がいち早く正確に得られます。京警協機関誌「みら
いきょうと」、全警協機関誌「セキュリティタイム」等の配布により、
業界の動きをいち早くキャッチできます。 

◇警備員教育を低価格で受講 

 京警協では、警備員の現任教育、各種検定講習の事前講
習を⾏っています。会員であれば、会員価格で受講することがで
きます。 

◇各種研修会への参加 

 京警協では、時期に応じて経営者研修会、教育管理者研修
会、安全衛⽣⼤会その他の研修会や講演会を⾏っております。 

◇各種教本、教材を低価格で斡旋販売 

 京警協では、各種教本や参考図書、DVD等の教材を⼀般よ
り安い価格で会員に斡旋販売しております。 

◇功労者等の表彰 

京警協では、優良会員、優良警備員の表彰を⾏っています。 

 

  

京警協の事業内容 

◇警備業務の適正実施に関する調査研究ならびに警備員及

び警備業関係者に対する教育訓練 

◇警備業務に関する各種教材、資機材の調査研究・斡旋 

◇警備業務の適正化に関するもので、公安委員会等⾏政⾏

機関から委託を受けた事業 

◇暴⼒団等反社的勢⼒の排除 

◇機関誌発⾏等出版物の刊⾏及びその他の広報活動 

◇関係⾏政機関等の⾏う防犯・防災・その他事故防⽌活動

等に対する協⼒並びに協会の⾏う防犯意識の⾼揚に関する

事業 

◇京都府知事及び京都府警察本部⻑との協定に基づく災害

⽀援活動 

◇警備業務の功労者（団体）等の表彰 

京都府警備業協会とは 

京都府警備業協会（略称・京警協）は、警備業務の適正な

運営を確保して、警備業の健全な発展を図り、もって社会公共

の安全に寄与することを⽬的としています。 

◇京警協は、京都府内で警備業を営む個⼈または法⼈で、協

会の⽬的に賛同して⼊会された会員によって組織された団体で

す。 

◇京警協は、⼀般社団法⼈全国警備業協会（略称・全警

協）の会員となっており、京警協会員は同時に全警協の加盟

員です。 

・昭和47年10⽉ 設⽴ 

・昭和62年 2⽉ 社団法⼈化 

・平成24年 4⽉ ⼀般社団法⼈移⾏ 

・平成30年 7⽉現在 会員数166社 




